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資料２−１

被害軽減につながった可能性がある“理想型”　（事務局素案）

《理想型１》 土砂災害警戒情報の発表（18:05）による避難 （一部職員が待機継続、又はより早い段階での緊急参集を行い、土砂災害警戒情報の発表で避難勧告・指示を出す）

住民 その他関係機関都町

２つのケースが	  
想定できる	

16時頃�
終業時刻後も役場内で�
「情報連絡体制」と決定�

土砂災害警戒情報
（18:05発表）で�
避難勧告・指示を出す�

大雨・洪水警報�
（17:38発表）で�
警戒を強める�

東京都気象情報第4号
（17:25発表）で�
警戒を強める�

東京都気象情報第4号
（17:25発表）を�

町へ伝達�

【気象庁】�
台風説明会で予測の�
限界等を明示�

土砂災害警戒区域を	 
指定済み	 

土砂災害警戒区域に	 
神達地区を包含	 

【国交省】	 
警戒区域範囲の検討手法	 
に「乗り越え」を考慮	 

「情報連絡体制」	 
配備基準の明確化	 

避難勧告・指示	 
判断基準の明確化	 

第一・二次非常配備�
体制をとる�

【気象庁】	 
土砂災害警戒情報の	 
空振り改善	 

避難勧告・指示区域の�
住民避難�
（避難所へ）�

住民への	 
啓発・周知	 

「第一・二次非常配備」	 
配備基準の明確化	 

土砂災害危険箇所地図を	 
もとに危険箇所指定済み	 

【気象庁】�
東京都気象情報第4号�
を17:15前に発表�

DIS、気象庁HP等からの	 
情報収集・活用手順	 

明確化	 

【  凡  例  】�
被害軽減のための�
「理想的な対応」�
（発災前後の動き）�

「理想的な対応」のために	 
必要な事前対応（用件）	 

実際には実施されなかったが、実施され
ていれば被害軽減につながった可能性が
ある「理想型」としての	 

1/15朝�
町長の出張を�
取りやめ�

1/14�
副町長の出張を�
取りやめ�

台風接近時などにおける	 
町執行部体制に関する	 
基準・計画の明確化	 

避難体制（避難先、	 
避難経路、要支援者
対応等）の整備	 

配備態勢の検討・判断	 
体制の明確化	 

大雨・洪水警報�
（17:38発表）により�
緊急参集の連絡�

宿直対応手順の	 
明確化	 

宿直要員への	 
対応周知	 

全職員が（今回と同様に）	
一旦帰宅するケース	

一部職員が帰宅せず	
待機を継続するケース	

土砂災害危険箇所に基づく場合、又は	
従前の土砂災害警戒区域設定法に基づく場合：	
　　　大金沢周辺地区のみが対象	
現在の土砂災害警戒区域設定法に基づく場合：	
　　　神達地区も対象	

防災職員等への研修	 

【避難勧告・指示の発出要件】	 

伊豆諸島北部	
「雨」警戒	

（バーチャート）	
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《理想型２》 16日0時以降の情報による避難勧告・指示、又は注意喚起 （気象庁等から出される降雨の情報などをもとに、避難勧告・指示を出す、若しくは注意を喚起する）

住民 町 その他関係機関都

又は�

避難勧告・指示の	 
発出要件（p.1参照）	 

0時頃(?)都からの電話�
（気象庁より得た情報）�
で警戒を強める�

東京都気象情報第6号�
（00:52発表）�
で警戒を強める�

降り始めからの雨量	
300mm超	

「尋常ならざる状況
になる危険性」	

01:45  都からの電話�
（気象庁より得た情報）�
で警戒を強める�

2時過ぎ	 

神達地区	 土石流	 
	 
　　02:06	 地震計震動記録①	 
　　02:16	 神達地区停電	 

24時間雨量	
400mm超	

東京都気象情報第7号
（02:07発表）を�

町へ伝達�

東京都気象情報第7号
（02:07発表）で�
警戒を強める�

16日2時までの時間雨量 92mm	
降り始めからの雨量 460mm超	

島内全域に�
注意喚起�
（放送等）�

危険な範囲に�
避難勧告・�
指示を出す�

注意喚起の基準、	 
手順等の明確化	 

避難勧告・指示区域の住民�
避難（2階又は近隣の高所等へ）�

住民の自主判断	 
能力の向上	 

緊急的な避難の	 
あり方に関する	 
住民への周知	 

記録的短時間大雨情報
（02:32発表）で�
警戒を強める�

2時20分に	
101mm	

2時半過ぎ〜3時過ぎ	 

大金沢	 土石流	 
	 
　　02:22	 地震計震動記録②　　　　02:32	 地震計震動記録③	 
　　02:37〜38	 地震計震動記録④　　03:02	 地震計震動記録⑤	 
　　03:06	 大金沢・元町三丁目付近停電	 

神達・大金沢ともに	
被害軽減の可能性	

又は�

島内全域に�
注意喚起�
（放送等）�

危険な範囲に�
避難勧告・�
指示を出す�

避難勧告・指示区域の住民�
避難（2階又は近隣の高所等へ）�

大金沢周辺では	
被害軽減の可能性	

警察署からの要請
（03:10）に基づき�
避難勧告・注意喚起�


